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令和８年度税制改正に関する要望 
 

 

我が国では現在、人口減少・少子高齢化への的確な対応と地方創生、デジタル社会の推

進等が喫緊の課題となっており、国・地方を挙げて積極的に取り組むことが必要とされて

いる。さらに、こども・子育て政策や防災・減災対策、公共施設の老朽化対策、脱炭素化

など、取組むべき課題が山積し、町村の財政需要が増大している。 

このような中、町村が地域の実情に沿った様々な行政サービスを着実に実施していくた

めには、偏在性の小さい安定的な地方税体系の構築や町村にとって最重要課題である地方

交付税の安定的確保により、地方の自主財源を拡充し、財政基盤を強化することが不可欠

である。 

よって、令和８年度税制改正にあたっては、町村が自主性・自立性をもって山積する諸

課題に着実に取り組むことができるよう、次の事項の実現を強く要望する。 

 

 

１．町村税源の充実強化 

地方税は、地方自主財源の根幹をなし、地域の自主性及び自立性の向上を実質的に担保

するものであることに鑑み、次により充実強化を図ること。 

（１）国と地方の最終支出の比率と租税収入の比率における大きな乖離を縮小し、地方が

担うべき事務と責任に見合うよう、国税と地方税の税源配分を見直すこと。 

（２）地方税は地域偏在性の小さい税目構成とし、地方交付税の原資は地域偏在性の比較

的大きい税目構成とすること。 

 

２．固定資産税の安定的確保 

（１）固定資産税は、町村財政を支える安定した基幹税であることから、国の経済対策に

用いることや制度の根幹を揺るがす見直しは断じて行わないこと。 

（２）土地の負担調整措置について、近年の地価の動向等を踏まえ、税負担の公平性等の

観点から、商業地等に係る負担調整措置の据置措置等の見直しについて検討するなど、

負担水準の均衡化を進めること。 

（３）税負担軽減措置等について、税負担の公平性や市町村の基幹税である固定資産税の

充実確保の観点から、引き続き検討し、所要の見直しを行うこと。 

   特に、住宅用地特例については、特例割合を縮小するとともに、新築住宅に係る減

額措置については、税制上支援すべき住宅への重点化等を検討すること。 

（４）土地・家屋と一体となって生産活動に使われている償却資産に係る固定資産税につ

いては、現行制度を堅持すること。 

 

 

 



 

 

３．個人住民税の充実確保等 

（１）個人住民税のあり方の検討にあたっては、この税が地域住民サービスを支える基幹

税として重要な役割を担っていることから、充実強化を図ることを基本とすること。 

   その際、地域社会の費用負担を住民の能力に応じ広く分任する性格を有することや

応益課税の観点から比例税率により課税されているなど、その性格や仕組みを踏まえ

ること。 

   また、個人住民税の役割や性格を踏まえつつ、課税ベースの縮小につながるような

新たな税額控除の導入や政策誘導的な控除の拡大は行わないこと。 

（２）個人住民税の基礎控除等のさらなる見直しを行う場合には、「地域社会の会費」的な

性格を踏まえるとともに、地方税財源への影響を勘案し、町村の財政運営に支障が生

じないよう、必要な安定財源を確保すること。 

（３）道府県民税利子割の税収帰属の適正化のための抜本的な方策の検討にあたっては、

税収の一定割合は市町村へ交付され、町村の貴重な財源となっていることから、地方

の意見を十分に踏まえること。 

 

４．ゴルフ場利用税の断固堅持 

  ゴルフ場利用税（交付金）は、税収の７割がゴルフ場所在市町村に交付され、特に財

源に乏しく山林原野の多い市町村において極めて貴重な財源となっている。 

  所在市町村においては、アクセス道路の整備・維持管理や災害防止対策、農薬・水質

調査等の環境対策、消防・救急など、ゴルフ場特有の行政需要に対応しており、地域振

興を図る上でも不可欠な財源となっている。 

  ゴルフ場利用税に代わる恒久的かつ安定的な財源はありえず、現行制度を断固堅持す

ること。 

 

５．自動車関係諸税に係る地方税収の確保 

  道路・橋梁等の更新・老朽化対策や防災・減災事業が確実に実施できるよう、社会イ

ンフラ財源の確保は極めて重要である。 

  自動車関係諸税のあり方について中長期的な視点に立って検討を行う場合には、地方

の意見を十分に踏まえるとともに、安定的な地方税財源の確保を前提としつつ、地方の

生活の足となっている自動車の利用実態を考慮すること。 

  また、いわゆる「ガソリンの暫定税率」等を廃止する場合は、地方への影響等を十分

に考慮し、代替となる安定的な恒久財源を確実に確保すること。 

 

６．市町村たばこ税の現行制度の堅持 

  市町村たばこ税は、税源の乏しい町村にとって町村財政を支える貴重な一般財源とな

っており、分煙施設の整備など望まない受動喫煙防止対策に幅広く取り組めるよう、使

途に制約のない現行制度を堅持し、継続的かつ安定的な確保を図ること。 



 

 

７．消費税・地方消費税を含む地方の社会保障財源の確保 

  地方消費税を含む消費税については、その４割近くが地方の貴重な財源であり、今後

も社会保障サービスの増大が見込まれることから、消費税・地方消費税を含む地方にお

ける社会保障の安定財源を確実に確保すること。 

 

８．森林環境譲与税のあり方の検討 

  森林環境譲与税については、山村地域の森林整備がより一層進展するよう、配分のあ

り方について検討するとともに、引き続き取組事例の広報を通じた理解の醸成を積極的

に行うこと。 

 

９．電気供給業・ガス供給業に対する法人事業税収入金額課税方式の堅持 

  電気・ガス供給業に対する法人事業税については、行政サービスの受益に応じて課税

する観点から、長年にわたり収入金額課税方式が採用されており、地方税収の安定化に

大きく貢献している。 

  また、法人事業税収の一定割合は市町村へ交付され、市町村の貴重な財源であること

から現行の収入金額課税方式を堅持すること。 

 

10．入湯税の堅持 

  入湯税は、環境衛生施設や消防施設の整備及び観光振興等に資する貴重な財源となっ

ていることから、現行制度を堅持すること。 

 

11．地方拠点強化税制の延長及び拡充 

  令和８年３月に期限を迎える地方拠点強化税制については、東京一極集中を是正し、

企業の本社機能移転等の加速化を図るため、制度の延長及びさらなる拡充を図ること。 

 

12．国際観光旅客税の税収の地方への配分 

  国際観光旅客税については、これまでも地方が観光資源の魅力向上等に対し、様々な

取組を行っていることなどを踏まえ、その税収の一定割合を地方団体にとって自由度が

高く創意工夫を活かせる交付金等により地方に配分すること。 

 

13．空き家の利活用等を促進するための税制上の措置 

  全国的に空き家が増加している現状を踏まえ、新築住宅への優遇措置を見直し、空き

家の利活用を促すような税制上の措置を検討すること。 

  さらに、空き家が放置されることを防ぐ観点から、固定資産税等の住宅用地特例のあ

り方についても検討すること。 

 

 



 

 

14．退職等年金給付の積立金に対する特別法人税の課税停止措置の延長等 

  退職等年金給付の積立金に対する特別法人税については、金利の状況等を踏まえ令和

７年度まで課税停止措置が講じられているが、年金資産の減少を避ける観点から、課税

停止措置の延長等によりこれまでと同様の措置を継続すること。 

 

15．地方税における税負担軽減措置等の見直し 

  地方税における税負担軽減措置等については、租税負担の公平性を期する見地から、

さらに整理合理化すること。 

 

16．地方税の電子化に伴う地方財政措置等の実施 

  町村の税務事務の効率化・正確性の向上、納税者の利便性の向上等の観点から電子化

を進める際には、所要の地方財政措置等を講じることも含めて町村の理解を得ながら進

めること。 

  また、全ての町村が基幹税務システムの標準化の取組を円滑に行えるよう、専門人材

の確保に関する支援や財政的支援を講じること。 

 

17．福島復興再生特別措置法に基づく税制特例措置の延長 

（１）いまだ根強く残る農林水産業や観光業等への風評被害や東京電力福島第一原子力発

電所の廃炉に伴う新たな風評が生じる懸念が払しょくされない状況を踏まえ、福島復

興再生特別措置法に基づき、風評対策に係る税制特例措置について、県内全域を対象

として適用期限を延長すること。 

（２）東日本大震災と原発事故により甚大な被害を受けた浜通り地域の産業復興のため、

福島復興再生特別措置法に基づき、福島イノベーション・コースト構想の推進に係る

税制特例措置について、適用期限を延長すること。 


